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訪問介護
従事者 管理者、サービス提供責任者、訪問介護員等

身体介護

排泄介助、食事介助、清拭・入浴介助、通院・外出介助

自立生活支援のための見守り的援助

特段の専門的配慮をもって行う調理（嚥下障害の流動食）

特別な医療的ケア（体温測定、血圧測定、服薬介助、軟膏塗布、湿布

の貼付、座薬の挿入、爪の手入れ）

生活援助
清掃、洗濯、衣服の整理、一般的な調理、買い物、薬の受け取り、安

否確認、ゴミ出し、利用者不在のベッドでのシーツ交換

認められないもの 医療行為、家族の衣類の洗濯、来客の応接、犬の世話は対象外

※サービス提供責任者は介護福祉士、実務者研修修了者
※訪問介護員は介護福祉士または介護員の養成に関する研修修了者

1

2

1

2



訪問介護

2

3

3


